
• PCB廃棄物等の掘り起こし調査に際して、相談窓口の設置、専門家の現場派遣を実施。

（受託機関：公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団）

都道府県市による掘り起こし調査の支援

・PCB 廃棄物に関する日常の問合せ等への対応
・自治体関係者や一般事業者等からの相談を受付

（１）PCB全般に関する
相談窓口の設置

・調査票の記入方法等に関する問合せ等への対応
（２）掘り起こし調査の
相談窓口の設置

・自治体施設の現地調査や事業者への立入検査へ同行
・PCB含有の電気工作物の見分け方の説明、助言
安定器の設置場所、見分け方の説明、助言、調査の実演

（３）現地調査及び立入
検査の支援

・保健所、施設課、学校教育課等の職員を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

（４）自治体担当者向
け説明会

・一般事業者、保管事業者を対象に実施
・内容は、PCB含有の電気工作物、安定器等の掘り起こし、
判別方法など、要望に合わせて調整

（５）事業者向け説明
会

相談
窓口

専門家
派遣

• 掘り起こされた事業者に対して、自治体からの情報提供に基づきJESCOから登録を促す連絡を実施する
ことで、登録・処理を促進。 4



PCB廃棄物等の適正処理を促進する周知、広報①

（１）テレビＣＭによる全国的な広報

②照明器具のPCB使用安定器の適正処理を促す内容

①PCB使用変圧器・コンデンサーの適正処理を促す内容

・令和２年８月後半～令和３年３月末の間に随時、全国各地で放映予定
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○○府県の処分期間

○○県の処分期間 ○○県の処分期間

○○府県の処分期間

○○県の処分期間 ○○県の処分期間
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